
 

成果連動型民間委託方式推進事業委託業務に係る 

企画提案公募実施要領 
 
 
 この要領は、愛媛県が成果連動型民間委託推進事業を委託実施するに当たり、企画提案を広く

募集し、総合的な審査により、契約候補者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 なお、本募集は、令和８年度当初予算の成立を前提に行うものであり、今後、事業内容の変更

や事業そのものの中止の可能性があり得ることに留意すること。 

 

１ 目的 

 社会課題が複雑化する中、多様な行政ニーズに的確に対応し、県民の満足度を高めていくため

には、官民連携の更なる推進と成果重視の行政運営の追求が重要となることから、成果連動型民

間委託（PFS/SIB）に関する実践的なセミナーや民間事業者との情報交換・官民対話を含む個別相

談会を開催し、愛媛県内における新たな案件創出に向けた支援に取り組むものとする。 

  

 

２ 委託業務の概要 

（１）委託業務の名称 

    成果連動型民間委託方式推進事業委託業務 

 （２）委託業務の内容 

    別添「成果連動型民間委託方式推進事業仕様書」に基づいた企画を立案するものとする。 

 （３）委託期間 

    契約締結の日から令和９年３月31日 

 （４）委託上限額 

    2,384,000円(消費税及び地方消費税込み) 

 

３ 企画提案公募の参加資格 

  次に掲げる要件を全て満たす者に企画提案公募への参加を認める。 

 （１）最新の愛媛県競争入札参加資格者名簿に登載されていること又は当該業務の企画提案書

提出時までに登載が予定されている者 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

（３）愛媛県から入札参加資格停止を受けていないこと。 

（４）銀行取引停止処分を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法（

平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続き開始の申し立て及び破産法（平成16年法律

第75号）に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていないこと。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２項

に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

（８）共同事業体で参加しようとする場合は、代表者が上記３（１）～（７）、構成員は上記３ 

（２）～（７）の資格要件を満たすこと。また、構成員として参加する場合、同時に単体

での参加はできない。 

 

４ 実施要領の配布 

 （１）配布期間 

    令和８年２月20日（金）～令和８年３月６日（金） 



（２）配布方法 

   実施要領は、愛媛県ホームページの「入札・発注情報」に掲載するほか、下記４（３）

で定める配布及び担当窓口において配布する。 

   なお、実施要領を担当窓口で受け取る場合、受付時間は上記４（１）の期間中、平日の

午前９時から午後５時（正午から午後１時までを除く）までとする。 

（３）配布及び担当窓口 

   窓 口：愛媛県総務部総務管理局行政経営課行政改革グループ 

   住 所：〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

   電 話：089-912-2226（直通） 

   メール：gyouseikeiei@pref.ehime.lg.jp 

    

５ 企画提案について 

 （１）参加表明 

    ①提出書類 

     ・企画提案公募参加表明書【様式１】 

     ・事業者概要及び業務実施に関する実績表【様式２】 

    ②提出期限  令和８年３月６日（金）午後５時（必着） 

    ③提出方法  持参、郵送又はメール 

    ④提出先   上記４（３）記載のとおり 

    ⑤提出の際の注意事項 

     ・メールでの提出の場合は、送信後、電話により上記４（３）記載の担当窓口へ受領

の確認を行うこと。 

     ・共同企業体による参加の場合には、代表者及び全ての構成員に係る名称、所在地及

び連絡先を記載し、提出すること。 

     ・参加資格要件を満たさない事業者に対しては、メールにて通知する。 

 （２）質問及び回答 

    ①提出書類 ※質問がある場合のみ 

     ・企画提案公募に関する質問書【様式３】 

    ②提出期限  令和８年３月６日（金）午後５時（必着） 

    ③提出方法  メール 

④提出先   上記４（３）記載のとおり 

    ⑤回答方法  メールで、原則参加表明者全員に対し回答する。 

    ⑥回答予定日 令和８年３月11日（水） 

    ⑦その他   メール送信後、電話により上記上記４（３）の担当窓口へ受領の確認を

行うこと。 

           上記５（２）②の提出期限後の質問は、原則回答しない。 

 （３）企画提案書の提出 

    ①企画提案書の構成等 

     ア 企画提案書の提出書【様式４】 

     イ 企画提案書（様式自由） 

       別添｢成果連動型民間委託方式推進事業委託業務仕様書｣を網羅した内容とするこ

と。（10ページ以内） 

     ウ 事業の推進体制【様式５】 

       本事業にあたって十分な経験がある者を統括責任とし、参考となる履歴等がある

場合は、その旨を記載すること。 

     エ 見積書（様式自由。内訳には積算根拠を具体的に記入すること。） 

            あて先は、愛媛県知事とし、「代表者印」を押印すること。 

また、経費の内訳を記載してください。 



 

   ②規格 

    原則としてＡ４判、横書き、左綴じ（着色可）。 

   ③提出部数 

    ５部（ア及びエは１部のみ正本、残り４部は副本で可。） 

電子データ（ＰＤＦ形式）も提出すること。 

   ④提出期限 

令和８年３月19日（木）午後５時（必着） 

⑤提出方法 

持参（土・日、祝日を除く。）又は郵送（書留） 

⑥提出先  

上記４（３）記載のとおり 

    ⑦提出の際の注意事項 

     ・提案を取り下げる場合は、【様式６】取下げ願い書を上記４（３）の担当窓口に提出

すること。 

     ・提案書提出期限後から契約締結までの間に要件を満たさなくなった場合にも、 

同様に【様式６】取下げ願い書を担当窓口に提出すること。 

     ・郵送で提出する場合は、期限までに必着とし、発送後であっても未着の場合は、期

間内の提出がなかったものとみなす。 

 

６ 選 考 

 （１）書面審査の実施 

    提出された企画提案書について、別に定める選定審査会において書面審査を実施し、最

も優れた提案として評価した上位１位を契約候補者として選定する。 

    なお、参加者が１者になった場合でも審査を実施することとし、各審査員の評価点が審

査基準に定める各審査項目の６割以上になった場合には契約候補者として選定する。     

 （２）審査基準 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査事項 評 価 の 観 点 配点 

企画提案 

内容 

（１）実践セミナーの開催 

○単なる制度周知にとどまらず、実際の案件形成につながる提案となってい

るか。 

○参加者募集に当たり、効果的な開催告知ができる提案となっているか。 

〇参加者の応募受付や名簿管理の手法が効率的なものとなっているか。 

20 

（２）案件形成に向けた伴走支援（個別相談会等） 

〇質問や相談等に迅速かつ的確に対応できる提案となっているか。 

〇質問・相談対応にとどまらず、案件形成に向けた提案を予定するなど積極

的な関与が期待できる提案となっているか。 

15 

業務遂行 

能力 

○県（行政経営課）と十分な意思疎通を図り、緊密に連絡調整できるととも

に、業務を推進するのに十分な体制が整っているか。 
５ 

同種業務 

委託実績 

○民間又は国や地方公共団体での同種業務の受託実績があり、その内容（成

果）は業務遂行能力を実証し得るものか。 
５ 

経費 
〇事業費について、仕様書の内容との整合性を図った上で、所要経費の明細

が明らかとなっており、妥当性があるか。 
５ 

合 計 50 



 （３）企画提案書の評価 

    応募者全員に審査結果を文書で通知する。ただし、順位や採点結果、選定理由は公表し

ない。 

 （４）その他選考に係る留意事項 

    ①次に該当する場合は企画提案書の提出を無効とするので留意すること。 

     ・参加表明書や企画提案書に虚偽の記載をした場合。 

     ・参加条件を満たさない事業者や選考過程で参加条件を満たさなくなった場合。 

     ・見積書の金額が、上記２（４）委託上限額を超える場合。 

    ②提出後の企画提案書については、記載内容の変更はできない。 

    ③提出された企画提案書は返却しない。 

    ④企画提案書の作成及び提出等に伴う費用は、全て企画提案者の負担とする。 

    ⑤「企画提案公募参加表明書」を提出した事業者が、企画提案書を提出期限までに提出

しなかった場合は、「企画提案公募」への参加を辞退したものとみなす。 

 

７ 契 約 

 （１） 選定された契約候補者と、企画提案を基に業務について協議を行い、協議が整った場合

に契約を締結する。協議の過程で、提案内容等について一部を変更する場合がある。なお、

協議が整わなかった場合は、次点者と協議を行うものする。 

 （２）契約保証金は愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定に準じて取り扱う。 

 （３）契約は、書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結（以下「電子契 

約」という。）が可能である。電子契約を希望する場合は、企画提案書の提出期限までに電

子メール（gyouseikeiei@pref.ehime.lg.jp）にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認

書」【様式７】を提出すること。 

契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印（電子契約の場合は、電子署名）しなけ

れば、本契約は確定しないものとする。 


